
①情報提供

秋田市へ進出を検討している企業をご紹介ください！

本市ゆかりの経済人や企業経営者などから本市へ進出を検討する企業をご紹介いただき、情報提供者（＝企業誘致アンバサ
ダー）とともに誘致交渉を行うことで企業立地の促進を図ってまいります。

事業目的

手続きの流れ

③審査結果通知
④情報提供者と
連携した誘致折衝

⑤進出決定
⑥進出決定の報告・企業
誘致アンバサダー認定

秋
田
市

１ 立地協定締結式等への招待
２ 本市来訪に伴う交通費および宿泊費

（新幹線又は航空機往復運賃および１泊分の宿泊費とし、
合計10万円まで。ただし、食費は除く。）

３ 農家のパーティーネットワークＥＣサイト「あきたづく
し」のクーポン（２万円分）

４ 竿燈まつり観覧席券進呈等
５ 本市が主催する首都圏の企業交流イベントへの招待
６ 市有観光施設および文化施設の視察

企業誘致アンバサダーへの謝礼
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謝礼イメージ

①情報提供（要企業同意）

【問い合わせ先】
企業立地雇用課

【竿燈まつり】【立地協定締結式】 【企業交流イベント】

②審査

【あきたづくし】

Tel  ：018-888-5733 
Mail：ro-inbl@city.akita.lg.jp


